
                       公民館活用促進プロジェクト 

 

遺言書 と 

成年後見 

●日時＆場所 下記 3 か所で開催します。ご都合のよい会場でどうぞ。 

●対 象   ご興味のある成人、高齢者のご家族 

●参加費    一人 200 円 

 

 

 

遺言書と遺書の違いって何でしょう？遺言書はお金持ちだ

けの話ではありません。残される家族のために、遺言書

で自分の想いをまとめておきましょう。 
 

成年後見って最近聞くけど詳しくは知らないわ。私に関 

係ある話かしら？認知症などになったら、ご本人に代わ

って契約や支払いなどをしてくれるパートナーを決め

ておくことができます。 

どちらも難しく思われがちな内容ですが、かみ砕いた表現でわ

かりやすくお話します。お気軽にお越しください！ 
 

   日 時        場 所         定員   

◆11 月 2 日（水）    甲東公民館 第 2 集会室   15 名 

9 時 30 分～12 時 00 分 
 

◆11 月 18 日（金）   塩瀬公民館 第 3・４集会室  15 名 

14 時 30 分～1７時０0 分 
 

◆11 月 29 日（火）   山口公民館 第 1 集会室   15 名 

14 時 30 分～1７時０0 分 
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●主催 行政書士あおぞら法務事務所（担当:大戸）西宮市六湛寺町１２番１０号 

サングリーン本社ビル３０３号 

お申込み・お問い合わせ  

TEL. 0798-39-8385  受付時間 9：00～17：00（土・日・祝休み） 

 

参加者 

募集 


